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規

則

■群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
三
号

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
七
十
三
号
。
以
下
「
番
号
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同
一
の
内
容
を

含
む
特
定
個
人
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八

項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又

は
番
号
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
二
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類

と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。

第
七
条
第
二
項
中
「
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
を
「
、
又
は
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
、
若
し
く
は
番
号
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た

書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
住
民
票
の

写
し
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
住
民
票
の
写
し
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
住
民
票
の
写
し
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第

二
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
二
十
七
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し

書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類

と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
二
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
を
知
事
」
を
「
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類

と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

一

入
居
者
及
び
そ
の
者
と
現
に
同
居
し
て
い
る
者
の
住
民
票
の
写
し

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
九
条
中
「
所
得
証
明
書
そ
の
他
の
収
入
を
証
す
る
書
類
（
以
下
「
所
得
証
明
書
類
」
と
い

う
。
）
」
を
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
に
、
「
群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
七
十
三
号
）
」

を
「
番
号
条
例
」
に
、
「
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
所
得
証
明
書
類
」
を
「
若
し
く
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
」
に
改
め
、
「
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に

規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
」
を
「
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
」
に
、
「
同
法
」
を
「
番
号
法
」
に
、
「
、
当
該
所
得

証
明
書
類
と
」
を
「
当
該
書
類
と
」
に
改
め
、
「
場
合
で
あ
っ
て
、
入
居
者
が
個
人
番
号
提
供
書

（
別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
二
）
を
提
出
し
た
」
を
削
り
、
「
当
該
所
得
証
明
書
類
の
」
を
「
当
該

内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
」
に
、
「
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
要
し
な
い
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

所
得
証
明
書
そ
の
他
収
入
の
額
を
証
す
る
書
類

二

入
居
者
又
は
同
居
者
が
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
証

す
る
書
類
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

第
三
十
条
第
二
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
三
十
五
条
第
三
項
」
を
加
え
、
「
及

び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
」
を
削
り
、
「
収
入
額
再
認
定
請
求
書
兼
異
動
届
（
別

記
様
式
第
三
十
三
号
）
」
を
「
収
入
額
等
認
定
に
対
す
る
意
見
申
出
書
（
別
記
様
式
第
三
十
二
号
の

二
）
」
に
、
「
知
事
が
指
示
す
る
書
類
」
を
「
当
該
意
見
の
理
由
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
条
第

二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
申
出
が
あ
っ
た
意
見
に

つ
い
て
そ
の
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
、
同
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
、
「
つ
い

て
そ
の
理
由
が
な
い
と
認
め
る
」
を
「
基
づ
く
認
定
を
し
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

知
事
は
、
条
例
第
二
十
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
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く
は
条
例
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
が
あ
っ
た
意
見
若
し
く
は
条
例
第
二
十
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
に
つ
い
て
そ
の
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
条
例
第
三

十
五
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
定
を
更
正
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
該
入
居
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

入
居
者
は
、
条
例
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

収
入
額
再
認
定
請
求
書
兼
異
動
届
（
別
記
様
式
第
三
十
三
号
）
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を

添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容

を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書

類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
県
営
住
宅
家
賃
・
敷
金
減
免
・
徴
収
猶
予
申
請
書
」
を
「
県
営
住
宅
家

賃
（
敷
金
）
減
免
（
徴
収
猶
予
）
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
三
十
六
条
中
「
を
知
事
」
を
「
に
当
該
変
更
又
は
異
動
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知

事
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
当
該
申
出
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た

だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
番
号
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
番
号
法
第
二
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

別
記
様
式
第
二
号
中

「

氏
名

生
年
月
日

職
業

年
間
収
入
額

（円

）

を

名
称

希
望
す
る
間
取
り

階
数
等

、

県
営
住
宅

」

「

氏
名

生
年

月
日

職
業
・
勤
務
先

に
、

名
称

希
望
す
る
間
取
り
・
階
数
等

県
営
住
宅

」

「添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
を
省
略
し
て
い
な
い
も
の

）

契
約
書

、
、

入
居
者
の
印
鑑
証
明
書
並
び
に
入
居
者
及
び
同
居
者
の
所
得
証
明
書
及
び
身
体
障

を

害
者
手
帳
等
の
写
し

」

「備
考

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
条
第
３
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合

は
添
付
書
類
の
う
ち
住
民
票
の
写
し

所
得
証
明
書
及
び
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写

、
、

し
の
添
付
は
不
要
で
す
。

に

添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）

契
約
書

入
居

、
、

者
の
印
鑑
証
明
書
並
び
に
入
居
者
及
び
同
居
者
の
所
得
証
明
書
等
及
び
身
体
障
害

者
手
帳
等
の
写
し

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中

「

氏
名

生
年
月
日

職
業

年
間
収
入
額

（円

）
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を

名
称

現
在
の
入
居
者
名

県
営
住
宅

棟
号

」

「

氏
名

生
年

月
日

職
業
・
勤
務
先

に
、

名
称

現
在
の
入
居
者
名

県
営
住
宅

棟
号

」

「備
考

申
込
書
は

入
居
替
え
を
す
る
相
手
方
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

、
。

添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
を
省
略
し
て
い
な
い
も
の

）

契
約
書

、
、

を

入
居
者
の
印
鑑
証
明
書
並
び
に
入
居
者
及
び
同
居
者
の
所
得
証
明
書
及
び
身
体
障

害
者
手
帳
等
の
写
し

」

「備
考１

申
込
書
は

入
居
替
え
を
す
る
相
手
方
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
条
第
３
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合

は
添
付
書
類
の
う
ち
住
民
票
の
写
し

所
得
証
明
書
及
び
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写

、
、

に

し
の
添
付
は
不
要
で
す
。

添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）

契
約
書

入
居

、
、

者
の
印
鑑
証
明
書
並
び
に
入
居
者
及
び
同
居
者
の
所
得
証
明
書
等
及
び
身
体
障
害

者
手
帳
等
の
写
し

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「添

付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

」
を

「備
考

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
１
４
条
第
２
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

合
は

添
付
書
類
の
添
付
は
不
要
で
す

に

、
。

添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「添

付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

」
を

「備
考

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

合
は

添
付
書
類
の
添
付
は
不
要
で
す

に

、
。

添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「群

馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
１
４
条
第
１
項
及
び

」
を
削
り
、

「群
馬
県
管
理
条
例
施
行
規
則

」
を
「群

馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
四
号
中
「及

び
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
３
条
第
１
項

」
を

「

「

職
業

削
り
、

を

職
業
・
勤
務
先

に
、

勤
務
先

」

」

「添
付
書
類

入
居
者
世
帯
全
員
の
住
民
票

同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
の
住
民
票
の
写
し

、

を

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）

戸
籍
謄
本
及
び
所
得
証
明
書

」

、

「備
考

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
３
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

合
は

添
付
書
類
の
う
ち
住
民
票
の
写
し

戸
籍
謄
本
及
び
所
得
証
明
書
の
添
付
は
不

、
、

要
で
す

に

。
添
付
書
類

同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）、
戸
籍
謄
本
及
び
所
得
証
明
書
等

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
七
号
中

「

①
死
亡

②
離
婚

③
そ
の
他

（

）

を
」

「

１
死
亡

２
離
婚

３
そ
の
他

（

）

に
、

」

「

続
柄

生
年
月
日

職
業
・
勤
務
先

所
得
の
種
類

年
間
所
得

申
請
者

本
人

を
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」

「
続
柄

生
年

月
日

職
業

・
勤

務
先

本
人

に
、

」

「注
入
居
者
氏
名
欄
に
は

実
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い

（入
居
者
死
亡
の
場
合
は

実
印

、
、

は
不
要
で
す

）

、
。

。
添
付
書
類

入
居
者
の
印
鑑
証
明
書

申
請
者
の
世
帯
全
員
の
収
入
を
証
明
す
る
書
類

申
、

、
請
者
の
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）

入
居
者
の

を

、
転
出
又
は
死
亡
の
確
認
を
証
明
す
る
書
類

都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を

、
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
並
び
に
承
継
に
よ
り
単
身
と
な
る
者
に

つ
い
て
は
単
身
入
居
者
に
お
け
る
居
住
状
況
申
告
書

」

「備
考１

入
居
者
氏
名
欄
に
は

実
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
（入
居
者
死
亡
の
場
合
は

実
、

、
印
は
不
要
で
す

）

。
。

２
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
５
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

合
は

添
付
書
類
の
う
ち
所
得
証
明
書

住
民
票
の
写
し
及
び
戸
籍
謄
本
の
添
付
は
不

、
、

要
で
す

に

。
添
付
書
類

入
居
者
の
印
鑑
証
明
書

申
請
者
の
世
帯
全
員
の
所
得
証
明
書

申
請
者
の
世

、
、

帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）

入
居
者
の
死
亡
又
は

、
退
去
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類

都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
滞
納
し
て

、
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
並
び
に
承
継
に
よ
り
単
身
と
な
る
者
に
つ
い
て
は

単
身
入
居
者
に
お
け
る
居
住
状
況
申
告
書

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
号
中
「群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
１
７
条
及
び

」
を
削
り
、

「

県
営
住
宅

棟
号
室

を
」

「

県
営
住
宅

棟
号

に
、

」

「

生
年
月
日

職
業

＊
年
間
収
入
額

を

希
望
す
る
間
取
り

階
数
等

、

」

「

生
年

月
日

職
業

・
勤

務
先

に
、

希
望
す
る
間
取
り
・
階
数
等

」

「添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票

（続
柄
を
省
略
し
て
い
な
い
も
の

）の
写
し
及
び
退
去
者

を

の
住
民
票
の
除
票
の
写
し

」

「備
考

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
８
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
は
、

添
付
書
類
の
う
ち
住
民
票
の
写
し
の
添
付
は
不
要
で
す
。

に

添
付
書
類

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（続
柄
の
記
載
さ
れ
た
も
の

）及
び
退
去
者
の
住

民
票
の
除
票
の
写
し

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
一
号
中

「

入
居
者
記
入
・
訂
正
欄
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勤
務
先
又
は
事
務

フ
リ
ガ
ナ

同
居

続
柄

所
の

名
称

年
間

総
特

別
生
年
月
日

別
被

コ

ー

ド
勤
務
先
又
は
事
務

収
入

額
控

除
氏

名
所
の
電
話
番
号

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

を

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

同
居

（特
別

）障
害
者
控
除

・
寡
婦
控
除

別
被

ひ
と
り
親
控
除

」

「

入
居
者
記
入
欄

同
居

年
間

氏
名

続
柄

生
年
月
日

控
除

名
別
居

所
得

額

に
、

」

「注
１

記
入
上
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
太
線
の
中
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
控
除
を
受
け
る
場
合
は
特
別
控
除
欄
の
該
当
す
る
も
の
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い

、
。

４
前
年
分
所
得
課
税
証
明
書
及
び
控
除
対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（控
除
を

を

受
け
る
場
合
に
限
る

）を
裏
面
に
貼
っ
て

（の
り
付
け

）く
だ
さ
い

。
。

５
個
人
番
号
提
供
書

（別
記
様
式
第
３
１
号
の
２

）を
提
出
し
た
場
合
は

上
記
４
の

、
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」

。

「注
１

記
入
上
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
太
線
の
中
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
９
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
は
、

所
得
証
明
書
及
び
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し
の
添
付
は
不
要
で
す

に

。
添
付
書
類

１
入
居
者
及
び
同
居
者
の
所
得
証
明
書
そ
の
他
収
入
の
額
を
証
す
る
書
類

２
入
居
者
又
は
同
居
者
が
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
５
条
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
は

そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

」

、

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
二
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第３２号の２（規格Ａ４）（第３０条関係）

収入額等認定に対する意見申出書

年 月 日

群馬県知事 あて

住所

県営住宅の名称及び住宅番号 県営住宅 棟 号

入居者氏名

自宅電話番号

携帯電話番号

年 月 日付けで通知のあった収入の額（収入超過者・高額所得者）の認定について、群馬県県

営住宅管理条例第２０条第２項（第３５条第３項）の規定により、次のとおり意見を申し出ます。

添付書類 意見の理由を証する書類

意

見

の

内

容

及

び

理

由
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別
記
様
式
第
三
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和４年１２月２０日（火） 群 馬 県 報 第１００６１号



9

令和４年１２月２０日（火） 群 馬 県 報 第１００６１号

別記様式第３３号（規格Ａ４）（第３０条、第３６条関係）

収入額再認定請求書兼異動届

年 月 日

群馬県知事 あて

（市町村長又は群馬県住宅供給公社の理事長）

住所

県営住宅の名称及び住宅番号 県営住宅 棟 号

入居者氏名

自宅電話番号

携帯電話番号

１ 異動届

次のとおり異動があったので、群馬県県営住宅管理条例施行規則第３６条の規定により、届け出ます。

（フ リ ガ ナ）
異 動 区 分 続 柄 生 年 月 日 異 動 発 生 日 変 更 後 内 容

該 当 者 氏 名

氏 名 変 更 年 月 日

退職・廃業等
年 月 日

勤務先変更

勤務場所変更 年 月 日

出 生 年 月 日

死 亡 年 月 日

年 月 日 有 ・ 無扶
転 出

年 月 日 養 有 ・ 無

そ の 他 年 月 日

２ 収入額再認定請求

次の理由により私の収入の額に変動が生じたので、群馬県県営住宅管理条例第２０条第５項及び群馬県県営

住宅管理条例施行規則第３０条第３項の規定により、変動後の収入の額の認定を請求します。

変 動 の 理 由 １ 退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したため

（該当する番号を ２ 出生により同居者が増加したため

○で囲んでくだ ３ 同居者が死亡又は転出したため

さい。） ４ 障害者又は特別障害者に該当することとなったため

５ 別居の扶養親族を有することとなり、その人数が増加したため



10

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中

「

年
月

日
付
け
で
求
め
の
あ
り
ま
し
た
変
動
後
の
収
入
の
額
の
認
定
に
つ
い

て
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
２
０
条
第
６
項
で
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
及
び

、
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り

を

、
認
定
し
ま
す
。

記

」

「

あ
な
た
の
世
帯
の
収
入
を
次
の
よ
う
に
認
定
し
ま
し
た
の
で

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条

、
例
第
２
０
条
第
６
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
及
び
群
馬
県
県
営
住

に

宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す

」

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和４年１２月２０日（火） 群 馬 県 報 第１００６１号
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令和４年１２月２０日（火） 群 馬 県 報 第１００６１号

別記様式第３５号（規格Ａ４）（第３１条関係）

県営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申請書

群馬県知事 あて

提 出 年 月 日 年 月 日

住 所

県 営 住 宅 の 名 称
県営住宅 棟 号

及 び 住 宅 番 号

入 居 者 氏 名

電 話 番 号

次のとおり家賃（敷金）の減免（徴収猶予）を受けたいので申請します。

１ 認定された収入が著しく低額であるため

２ 病気にかかり著しく生活が困難となったため

申請の理由 ３ 災害により著しい損害を受けたため

４ 収入が年度の途中で失業等により著しく減少したため

５ その他（ ）

減免（徴収猶
年 月から 年 月まで 月間

予）希望期間

氏 名 続 柄 生 年 月 日 職 業 ・ 勤 務 先

本人

入居者及び

同 居 者 の

状 況

備考

１ 「申請の理由」欄は、該当する事項の番号を○で囲んでください。

２ 群馬県県営住宅管理条例施行規則第３１条第１項ただし書に該当する場合は、添付書類のうち所得証明

書及び身体障害者手帳等の写しの添付は不要です。

添付書類 入居者及び同居者の所得証明書その他収入の額を証する書類及び申請の理由を証する書類
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別
記
様
式
第
三
十
八
号
中
「第

２
５
条

」
を
「第

２
５
条
第
３
項
た
だ
し
書

」
に
、
「未

納
家
賃

に

」
を
「未

納
家
賃
等
に

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
申
請
等
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
さ
れ
た
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規

則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和４年１２月２０日（火） 群 馬 県 報 第１００６１号
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令和４年１２月２０日（火） 群 馬 県 報 第１００６１号

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年１２月２０日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡板倉町大字岩田字鳶替２２２５－１ 埼玉県春日部市藤塚１９９１番地１ ソレイ
ユ・フローラ１０４
増田佑介

２ 邑楽郡千代田町大字舞木字富士原７５９－８ 邑楽郡千代田町大字新福寺２５５番地の６
髙橋遼、髙橋美奈

３ 邑楽郡邑楽町大字中野字熊ノ谷戸２０７７－１、２ 邑楽郡邑楽町大字中野４５６７番地
０７８－１、２０７９－１ 有限会社恩田 代表取締役 恩田文夫

４ 邑楽郡邑楽町大字中野字熊ノ谷戸２０８０、２０８ 邑楽郡邑楽町大字中野４５６７番地
１ 有限会社恩田 代表取締役 恩田文夫

５ 佐波郡玉村町大字川井２０４０、字朝田９６８－４ 佐波郡玉村町大字角渕４４０３番地５ グリー
ンヴィレッジ高橋Ｃ２０２
上原海慧

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年１２月２０日

群馬県立がんセンター院長 鹿 沼 達 哉

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 多目的デジタルX線TVシステム 一式（メーカー保証期間を除く５年間の保

守を含む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局経営課 群馬県太田市高林

西町６１７番地１号

３ 落札者を決定した日 令和４年１１月１１日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社六濤 群馬営業所 群馬県前橋市若宮町３－６－２１

５ 落札金額 ４９，２８０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年９月３０日

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
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